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全国から参加するランナーに配布する給食エイド（食品）をご提供いただけ
る団体（企業等）様を募集いたします。

42.195kmに挑むランナーはレース中も大量のエネルギーを消費しており、
コース途中やレース後に出てくるエイドはマラソンの楽しみのひとつ。提供
いただいた食品は、コース上に設けられた合計13か所の給水所のうち、給食
のある9カ所もしくはフィニッシュ地点のいずれかで配布します。

令和3年8月31日（火）まで

募集概要

申込期間

申込用紙（別紙）に必要事項を記入し、メールで申し
込み

申込方法

募集内容 以下の条件を満たした食品を受け付けます。

①市販されていること
②個包装されていること
③大会当日が賞味期限内であることが確認できること
④常温で保管できること
（例）一口サイズのお菓子・パン、栄養補給ゼリー

＜提供品＞

✓ 数量は４,000人分以上とします（ランナー数は8,000人です）。
✓ 大会直前の指定日時に指定場所への納品をお願いします。
✓ ランナーへの配布場所、配布方法は事務局で決定します。
✓ お申し込み受付後、協賛団体との兼ね合い等でご提供をお断りする場

合があります。

原則として無償提供を優先しますが、割引での有償提供のお申し込みも受け
付けます（※1品目上限税込価格88万円）。
予算や内容等によって、購入や後述の協力特典を検討いたします。

レースの栄養補給にふさわしいエイド、奈良らしいエイド、おいしいエイド・・・
たくさんのお申し込みをお待ちしております！



給食概要

給食のあるいずれかの給水所もしくは
フィニッシュ後に配布します。
※配布給水所は主催者への一任とさせてください。

奈良マラソン2019コース図
給水・給食一覧（参考）

第１給水 4.5km 朱雀門前

第２給水 6.1km 宮跡庭園前

第３給水 10.8km 女子大附中前

第４給水 16.4km 奈良東病院西

第５給水 19.0km 白川中央通路

第６給水 21.5km 天理教お墓地前

第７給水 25.7km 南①駐車場前

第８給水 28.5km 天理教お墓地前

第９給水 31.1km 白川中央通路

第10給水 32.9km 高樋町交差点南

第11給水 35.4km こッから前

第12給水 37.7km 奈良教育大南側

第13給水 39.6km 登大路自動車駐車場横

フィニッシュ F ロート奈良鴻ノ池パーク

✓ 第2給水所の場所が変更。
✓ 特設給食所A・Bは廃止します。
✓ 10km種目は開催しません。

2021年大会の主な変更点



協力特典

①大会ホームページ、大会プログラムへの記載

※50万相当以上のご協力でバナー掲載となります。

コース図記載の給食一覧への商品名記載
※15万円相当以上のご協力で広告掲載可
能となります。（サイズは金額による）

②提供場所での掲示

奈良マラソンの各アセットにて御社名もしくは商品名の露出が可能とな
り、奈良マラソンロゴや呼称を活用したプロモーションができます。

提供物一覧と、各テーブルの看板に商品ロゴを掲示することができます。



③ブログ、フェイスブックでの紹介

④協賛団体連名掲示看板への記載 ⑤大会ロゴを使った商品の販売

当日は大会公式ブースで販売できます。
※ライセンス販売についての詳細は別途お問
い合わせください。



＜問い合わせ先＞
奈良マラソン実行委員会事務局
運営・競技班 担当：田渕

TEL: 0742-81-8752

＜商品提供に関する規約＞
1. 商品提供の資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
（1）地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
（2）役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者がいる法人等（法人
格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団体）でないこと。
（3）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定す
る暴力団でないこと。
（4）暴力団またはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成
員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある法人等でないこと。
（5）上記(8)及び(9)並びにそれらの構成員（以下「暴力団等」という。）の利益となる活動（暴力団等と
取引をし、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与
することをいう。以下同じ。）を行う法人等でないこと。
（6）役員等（法人の場合は、役員及び経営に事実上参加している者、法人格のない団体にあっては、そ
の代表者及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。）が暴力団等の利益となる活動を行う法
人等でないこと。
（7）役員等が暴力団等社会的に不適切な交友関係（相手方が暴力団等であることを知りながら、会食、
遊戯、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係をいう。）を継続的に有している法人等でないこと。

2. 次のいずれかに該当する場合は、主催者の判断で、提供された商品を参加者にはいふしないことがあ
る。
（1）大会を中止、または内容を変更したとき
（2）商品の状態（腐敗）により、主催者が配布に適さないと判断したとき。
（3）その他主催者が配布しないことが適当と判断したとき

＜申込書送付先＞

manage@nara-marathon.jp


